
市税の納付は
 期限までに！
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　令和 8年度の納税・納入通知書を、下表の予定で発送します。

　市税は、教育や福祉などのサービスを提供するための大切な

財源です。期限内に納めましょう。（期限までに納付できない

場合は滞納となり、延滞金が発生します）

　やむを得ない事情で期限までに納付できない場合は、お早め

にご相談ください。

※給与と年金など複数の収入がある方は、各収入ごとに市民税・

道民税・森林環境税の通知書が届く場合があります

① はじめに督促状が届きます

　期限までに納付されない場合、督促状が

届きます。

　その後も滞納が続く場合、納付案内コー

ルセンターから電話による呼びかけを行う

ほか、催告書なども届きます。

市税を滞納すると？

納税の猶予制度

　以下に該当する方は納税が猶予される場合があります。

※市税を公平に負担していただくため、市税滞納の解消と防止に向

けて取り組んでいます。皆さんのご理解とご協力をお願いします

 納税課 ☎ 381-1013

インターネット公売のお知らせ
　差し押さえた不動産や動産（自動車など）

をインターネット上で情報公開しています。

詳細は右の二次元コードから。

　上表の発送予定日以降、順次配達されますが、地

域によっては到着まで日数がかかる場合があります

のでご了承ください。

【土地】土地の現況と課税台帳を照合し、変更の有無

を確認します。

【家屋】玄関フード、増築家屋、車庫や物置などの現

況確認にあわせて、取り壊し家屋の調査も行います。

固定資産税・都市計画税
  資産税課 ☎ 381-1404

　「固定資産税」は、1 月 1 日現在、市

内に土地や家屋、償却資産を所有してい

る方に課税されます。

　また「都市計画税」は、土地・家屋が

市街化区域内に所在する場合に課税さ

れます。

どんな人が課税される？どんな人が課税される？

　新築年が令和 4年中（認定長期優良住宅および 3階建以

上の中高層耐火住宅の場合は令和 2年中）で、軽減要件を

満たす家屋を所有している方は、令和 7年度で軽減措置が

終了し、令和 8年度から本来の税額に戻ります。

　なお、これまで軽減されていた税額が、昨年度までの納

税通知書の2枚目に記載されています。

新築住宅の固定資産税の軽減期間終了新築住宅の固定資産税の軽減期間終了

　土地と家屋の調査を行っています。調査の

際は、内部に立ち入りをさせていただく場合

がありますので、ご協力をお願いします。

　なお、調査員は「固定資産評価補助員証」

を携行しています。

現況調査にご協力を現況調査にご協力を

② 滞納処分が行われます

　①の後も滞納が続いた場合、債権（預貯

金・給与・生命保険など）や不動産、動産

（自動車など）の滞納処分（差押えなど）を

行う場合があります。

滞納

○徴収の猶予

　災害や病気、事業の廃止などの理由で一時的に納付で

きないと認められる場合

○換価の猶予

　市税を一括で納付することにより、事業の継続または

生活の維持が困難になる恐れがある場合

令和 8 年度 通知書発送予定日

固定資産税・都市計画税
5/7 ㈭

軽自動車税

市民税・道民税・森林環境税
（給与からの天引き）※

5/20 ㈬

市民税・道民税・森林環境税
（普通徴収・年金からの天引き）※

6/10 ㈬国民健康保険税

介護保険料

後期高齢者医療保険料

所得割（%） 均等割（円） 平等割（円）

医療分 8.03 26,900

-

26,500

後期分 2.21  7,400  7,300

介護分 1.78  6,900  4,700

【新設】
子ども分

0.29  1,000 100  1,000
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軽自動車税
 市民税課 ☎ 381-1012

　「軽自動車税」は、4月 1日に原動機付自転車、軽自動車、

小型特殊自動車、2輪小型自動車を所有している方に課税さ

れます。自動車税と異なり、軽自動車税に月割制度はなく、

4月 1日に所有している方が、1年分を一括で納めることに

なっています。 ※キャッシュレス納付では、車検用納税証

明書が手元に残りませんので、ご注意ください

どんな人が課税される？どんな人が課税される？

軽自動車税軽自動車税のの減免減免
　以下に該当する軽自動車は減免の対象となる場合が

あります。詳細は、同封される文書をご覧ください。

【対象となる軽自動車】

・障がい者など本人に納税義務がある車両

・障がい者などと同一生計の方に納税義務がある車両

・身体障がい者などの利用のための構造を持つ車両

【申込先・申込期限】

　6月 1日㈪までに市民税課（10 番窓口）で手続きを

してください。

市民税・道民税
・森林環境税

 市民税課 ☎ 381-1012

　「市民税・道民税・森林環境税」は、1 月 1 日現在、市

内に住所があり、一定の所得を超える方に所得額に応じて

課税されます（課税されない方は下表のとおり）。

どんな人が課税される？どんな人が課税される？

　所得割・均等割・森林環境税という 3種類の税額を算出

します。

税額はどのように計算する？税額はどのように計算する？

【均等割額】
　一定額以上の所得のある方に、一律 4,000 円

【所得割額】
　課税標準額×税率 (10％)- 税控除額

※課税標準額＝前年の総所得額 -所得控除金額

※土地・建物の譲渡所得など、所得の種類によっては、

計算方法が異なります

【森林環境税】
　一定額以上の所得のある方に、一律 1,000 円

 課税されない方課税されない方

●●  所得割・均等割・森林環境税がかからない方所得割・均等割・森林環境税がかからない方

①未成年、障がいのある方、寡婦またはひとり親に該

当し、前年の合計所得金額が 135 万円以下の方

②扶養親族がいない方で、前年の合計所得金額が 45

万円以下の方

③扶養親族がいる方で、前年の合計所得金額が

｛（本人＋扶養人数）×35 万円＋21 万円＋10 万円｝以下

の方

④生活保護法によって生活扶助を受けている方

●●  所得割がかからない方所得割がかからない方

①扶養親族がいない方で、前年の総所得金額等が 45

万円以下の方

②扶養親族がいる方で、前年の総所得金額等が

 ｛（本人＋扶養人数）×35 万円＋32 万円＋10 万円｝以

下の方

※扶養親族の人数には、16 歳未満の年少扶養親族を含みます

市民税・道民税・森林環境税が 

　解雇や雇い止め、倒産などで余儀なく離職した方は、

申請により国民健康保険税が軽減される場合があります。

※軽減の内容や期間などの詳細については、国保年金

課へお問い合わせください

離職した方は離職した方は
軽減される場合があります軽減される場合があります

国民健康保険税
 国保年金課 ☎ 381-1028

　「前年中は無収入だった方」「収入が障害年金・遺族年金・

雇用保険の給付金などの非課税所得のみの方」は、必ず申

告してください。申告していない場合、国民健康保険税の

軽減対象から外れるほか、高額療養費や入院時食事療養費

の減額などを正しく判定することができません。

　所得の種類や内容により申告先が異なるため、まずは国

保年金課（☎ 381-1028）へお問い合わせください。

申告を忘れずに申告を忘れずに

　「国民健康保険税」は、国民健康保険の加入者に納めて

いただく税金です。

　税額の見直しに加え、子育て支援の充実を目的とした「子

ども・子育て支援金制度」の導入に伴い、新たに「子ども・

子育て支援納付金課税額」が設けられることから、令和 8

年度の国民健康保険税額が改定されます。

　子ども・子育て支援納付金課税額分は、従来の医療分・

後期分・介護分に加えて課税されます。

税額が改定されます税額が改定されます

所得割（%） 均等割（円） 平等割（円）

医療分 8.03 26,900

-

26,500

後期分 2.21  7,400  7,300

介護分 1.78  6,900  4,700

【新設】
子ども分

0.29  1,000 100  1,000

○改定税額

※特別な事情により、国保税の納付が困難なときは、申請する

ことで国保税の減額、または免除が認められることがあります

1 8 歳 以 上
均 等 割（ 円 ）

※ 18 歳に達する日以前の最初の 3 月 31 日以前までの子どもに
係る均等割額は全額軽減されます

※


